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衣浦港３号地廃棄物最終処分場整備事業に係る環境影響評価 

方法書に対する意見 

 

 

本事業は、既成市街地に近接した工場立地が進んでいる衣浦港内において、広域的

な廃棄物最終処分場を整備するものであり、環境保全に万全を期するため、関係機関

と必要な連携を図りつつ、処分場の計画策定、工事の実施、供用（廃棄物の搬入、埋

立、処分場の管理）の各段階における適切な環境配慮と安全で確実な事業の実施が求

められる。 

事業者においては、こうしたことを念頭に置きつつ、方法書に記載されている事項

を的確に実施することはもとより、以下の事項について十分に検討して、適切に環境

影響評価を実施し、その結果を環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）に記

載する必要がある。 

また、環境影響評価の実施中に環境への影響に関し新たな事実が生じた場合などに

おいては、必要に応じて選定された項目、手法を見直し、又は追加的に調査、予測及

び評価を行う必要がある。 

 

１ 全般的事項 

（１）事業計画の検討に当たっては、埋立地からの廃棄物の飛散・流出や浸出液処理

水の放流による周辺環境への影響等について適正な配慮がなされるよう留意す

ること。なお、必要に応じて海底面の不透水性地層を確認するためのボーリング

調査を実施するとともに、活断層についても調査を実施すること。 

（２）工事用車両や廃棄物運搬車両の運行に伴う環境負荷の低減を図るため、搬入の

時間・ルートの遵守を徹底するとともに、工事用資機材の輸送について実行可能

な範囲で海上輸送に代替することを検討すること。 

（３）調査については、事業特性及び地域特性を踏まえ、予測及び評価に必要な情報

を適切かつ効果的に把握できる地点や時期等を設定すること。また、既存の調査

結果を使用する場合は、調査地域の設定根拠、調査日時等について妥当性を明ら

かにできるよう整理しておくこと。 



 

２ 大気質、騒音、振動 

（１）工事用車両や廃棄物運搬車両の運行に伴う大気質、騒音及び振動に係る予測に

ついては、必要に応じて建設機械及び作業船や埋立・覆土用機械の稼働による影

響を考慮すること。 

（２）大気質の予測対象時期は、環境影響が最大となる時期としているが、長期的影

響及び短期的影響について予測及び評価を行うこと。 

（３）本事業と密接に関連する臨港道路の工事と当該工事時期が重なることが想定さ

れることから、その工事の状況等についても把握しておくこと。 

 

３ 水質、底質 

（１）水環境に係る地域特性を的確に把握するため、既存の水質調査データをより広

範に収集し整理するとともに、事業実施区域の北側海域においても水質・底質の

調査を行うこと。また、潮流の変化による周辺海域への影響等について適切に把

握すること。 

（２）排水口の位置については、港湾の利用状況や海域環境の状況等を踏まえ、関係

者と調整の上、適切な位置とすること。 

 

４ 動物、植物、生態系 

藻場・海藻草類の調査は、埋立区域内について適切に実施するとともに、その

結果も踏まえて、生物の生息・生育環境に配慮した護岸の整備について検討する

こと。その際、必要に応じて専門家の意見を聞くこと。 

 

５ その他 

（１）調査、予測及び評価に当たっては、方法書に対する住民などの意見を十分に検

討すること。 

（２）準備書は専門的な内容が多く、かつ、膨大な図書となる可能性があることから、

その作成に当たっては、住民などにわかりやすい内容とすること。 
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